
栃木県警察機動装備対運営要綱の制定について

平成８年９月９日

事件・事故の発生に際し、必要な装備資機材を迅速に現場へ搬送し、物的・技術

的支援を行うなど第一線警察活動を積極的に支援するため、栃木県警察機動装備隊

の編成と適正な運用について定めたものである。


